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Ⅳ 
　

障
害
者
自
立
支
援
法
等
の
改
正
に
つ

い
て

　

 （
平
成
22
年
12
月
３
日
成
立
、
同
12
月

10
日
公
布
）

〈
趣
旨
〉

　

障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お

け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施

策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お
け
る
障
害
者

等
の
地
域
生
活
支
援
の
た
め
の
法
改
正
で

あ
る
こ
と
を
明
記

〈
概
要
〉

①
　

利
用
者
負
担
の
見
直
し

　

利
用
者
負
担
（
応
能
負
担
原
則
）

－

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
補
装
具
の
利
用

者
負
担
を
合
算
し
負
担
を
軽
減

◆ 

平
成
18
年
４
月
か
ら
の
障
害
者
自
立
支

援
法
の
施
行
に
よ
り
、
定
率
負
担
を
原

則
と
し
て
、
所
得
に
応
じ
て
１
月
当
た

り
の
負
担
上
限
月
額
を
設
定
（
介
護
保

険
並
び
）

◆ 

平
成
22
年
４
月
か
ら
、
実
質
的
な
応
能

負
担
と
し
て
、
低
所
得
（
市
町
村
民
税

非
課
税
）
の
利
用
者
負
担
を
無
料
化

◆ 

平
成
24
年
４
月
か
ら
、
法
律
上
も
応
能

負
担
を
原
則
と
す
る
こ
と
が
明
確
化

（
平
成
22
年
12
月
の
議
員
立
法
に
よ
る

障
害
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
改
正
法

に
よ
り
措
置
）

②
　

障
害
者
の
範
囲
の
見
直
し

－ 
発
達
障
害
が
障
害
者
自
立
支
援
法
の
対

象
と
な
る
こ
と
を
明
確
化

③
　

相
談
支
援
の
充
実

－ 
相
談
支
援
体
制
の
強
化

　

－ 
支
給
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し

（
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
を
勘

案
）、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
作
成

の
対
象
者
の
大
幅
な
拡
大

◆ 

市
町
村
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

と
し
て
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
指

定
を
受
け
た
特
定
相
談
支
援
事
業
者
が

作
成
す
る
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
の

提
出
を
求
め
、
こ
れ
を
勘
案
し
て
支
給

決
定
を
行
う
。

　

＊ 
上
記
の
計
画
案
に
代
え
て
、
指
定
特

定
相
談
支
援
事
業
者
以
外
の
者
が
作

成
す
る
計
画
案
（
セ
ル
フ
プ
ラ
ン
）

を
提
出
可
。

　

＊ 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
作
成
対
象
者

を
拡
大
す
る
。

◆ 

支
給
決
定
時
の
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

の
作
成
、
及
び
支
給
決
定
後
の
サ
ー
ビ

ス
等
利
用
計
画
の
見
直
し
（
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
）
に
つ
い
て
、
計
画
相
談
支
援
給

付
費
を
支
給
す
る
。

④
　

障
害
児
支
援
の
強
化

○ 

障
害
の
あ
る
児
童
が
身
近
な
地
域
で
適

切
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

と
と
も
に
、
併
せ
て
、
年
齢
や
障
害
特

性
に
応
じ
た
専
門
的
な
支
援
が
提
供
さ

れ
る
よ
う
質
の
確
保
を
図
る
。

　

＊ 

児
童
福
祉
法
を
基
本
と
し
て
身
近
な

地
域
で
の
支
援
を
充
実

　
　

 （
障
害
種
別
等
で
分
か
れ
て
い
る
施

設
の
一
元
化
、
通
所
サ
ー
ビ
ス
の
実

施
主
体
を
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ

移
行
）

　
－ 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・
保
育
所

等
訪
問
支
援
の
創
設

　

－ 
在
園
期
間
の
延
長
措
置
の
見
直
し
　

■
障
害
児
施
設
の
一
元
化

　

従
来
の
障
害
種
別
で
分
か
れ
て
い
た
障

害
児
施
設
を
、
通
所
に
よ
る
支
援
を
「
障

害
児
通
所
支
援
（
児
童
発
達
支
等
）」、
入

所
に
よ
る
支
援
を「
障
害
児
入
所
支
援（
障

害
児
入
所
施
設
）」
に
そ
れ
ぞ
れ
一
元
化

■ 

障
害
児
通
所
支
援
の
実
施
主
体
を
市
町

村
へ
移
行

　

通
所
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
主
体
は
身
近
な

市
町
村
に
変
更
。
こ
れ
に
よ
り
障
害
者
自

立
支
援
法
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
と
通
所
サ
ー

ビ
ス
の
一
体
的
な
提
供
が
可
能
。

■ 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
保
育
所
等

訪
問
支
援
の
創
設

　

学
齢
児
を
対
象
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
創

設
し
、
放
課
後
支
援
を
充
実
。
ま
た
、
障

害
が
あ
っ
て
も
保
育
所
等
の
利
用
が
で
き

る
よ
う
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
創
設
。

■
在
園
期
間
の
延
長
措
置
の
見
直
し

　

18
歳
以
上
の
障
害
児
施
設
入
所
者
に
対

し
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
、
年
齢
に
応
じ
た
適
切
な

支
援
を
提
供
。
　
　
　

　

＊ 

現
に
入
所
し
て
い
た
者
が
退
所
さ
せ

ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。

⑤ 

　

地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
生
活
の
た

め
の
支
援
の
充
実

　

－ 
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
ケ
ア
ホ
ー
ム
利

用
の
際
の
助
成
を
創
設

　

－ 
重
度
の
視
覚
障
害
者
の
移
動
を
支
援

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
創
設（
同
行
援
護
。

個
別
給
付
化
）

＊ 

児
童
福
祉
法
等
の
改
正
に
よ
る
教
育
と

福
祉
の
連
携
の
一
層
の
推
進
に
つ
い
て

〈
趣
旨
〉

　

学
校
と
障
害
児
通
所
支
援
を
提
供
す
る

事
業
所
や
障
害
児
入
所
施
設
、
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
（
以
下
「
障
害

児
通
所
支
援
事
業
所
等
」
と
い
う
。）
が

緊
密
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
等

で
作
成
す
る
個
別
の
教
育
支
援
計
画
及
び

個
別
の
指
導
計
画
（
以
下
「
個
別
の
教
育

支
援
計
画
等
」
と
い
う
。）
と
障
害
児
相

談
支
援
事
業
所
で
作
成
す
る
障
害
児
支
援

利
用
計
画
及
び
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所

等
で
作
成
す
る
個
別
支
援
計
画（
以
下「
障

害
児
支
援
利
用
計
画
等
」
と
い
う
。）
が
、

個
人
情
報
に
留
意
し
つ
つ
連
携
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い


